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第 11 図 製造業、卸売・小売業、サービス業従業者数の推移 

(総理府 昭和 44,47,50,53,56 事業所統計調査、総務庁 昭和 61,平成 3 年事業所統計調査、
総務庁 平成 8年事業所・企業統計調査、総務省 平成 13,18年事業所・企業統計調査、総務
省 平成 21 年経済センサス‐基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動
調査を基に組替集計) 
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１ サービス業の分析 

 

  先進国を中心に、経済発展に伴って経済活動の重点が非製造業（サービス業、第三次産業）へと移る

現象（サービス経済化の進展）が見られる。これは、大阪府においても同様である。 

  ここでは、右肩上がりで成長を続けた大阪府のサービス業の状況について、経済センサス、事業所・

企業統計等の結果を基に、現行の基準をもって接続可能である昭和 45年頃からのサービス業の移り変わ

りと、近年におけるサービス業の傾向について、付加価値額・給与総額を中心に考察する。 

 

 

 サービス業の総生産額は右肩上りに成長 

  第 10 図より、大阪府における総生産額（名目）

の推移をみると、サービス業の総生産額は平成

8(1996)年度には製造業、平成14(2002)年度には、

卸売・小売業を抜いたことが分かる。 

  現在、サービス業は全ての経済活動別（産業別）

の中で、最も大きな総生産額を生み出している。 

 

 

 

 従業者数でもサービス業は右肩上りに成長 

  第 11図より、独自の組替集計後（p.22【注釈１】

参照）における、大阪府の「製造業、卸売・小売

業、サービス業」の従業者数の推移をみると、サ

ービス業の従業者数は昭和 44(1969)年では約

57.8 万人であったが、平成 24(2012)年では約

161.1万人（43年間で 178.7％増）となっている。 

  一方、製造業の従業者数は、昭和 44(1969)年で

は約 138.5万人であったが、平成 24(2012)年では

約 64.8 万人（43年間で 53.2％減）となっている。 

  総生産額だけでなく、従業者数でみてもサービス業

は、ほぼ右肩上りに成長している様子が伺える。 

  

第 10 図 サービス業、製造業、卸売・小売業における総生産額の推移 

(府民経済計算より) 

(万人) 

(兆円) 

(年度) 
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対個人サービス業 対事業所サービス業 公共サービス業

(総理府 昭和 44,47,50,53,56 事業所統計調査、総務庁 昭和 61,平成 3 年事業所統計調査、総務庁 
平成 8 年事業所・企業統計調査、総務省 平成 13,18 年事業所・企業統計調査、総務省 平成 21 年
経済センサス‐基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査を基に組替集計) 
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第 12 図 対個人サービス業、対事業所サービス業及び 

公共サービス業の総生産額（名目）の推移 

第 13 図 対個人サービス業、対事業所サービス業及び 

公共サービス業従業者数の推移 

  ここからは、サービス業を府民経済計算の分類に従い「対個人サービス業、対事業所サービス業、公

共サービス業」に分け、それぞれの動向をみる。 

 

 総生産額に基づく、対個人サービス業・対事業所サービス業・公共サービスの増減時期 

  第 12図より、大阪府における対個人サービス業、対事業所サービス業、公共サービス業の総生産額（名

目）の推移をみる。 

 

対個人サービス業 

  対個人サービス業は、昭和 55(1980)年頃まではほ

ぼ一定の割合で増加し、その後平成２(1990)年ま

で大きく増加したのち、平成 12(2000)年頃まで減

少傾向を示し、それ以後はやや増加傾向にある。 

 

対事業所サービス業 

  対事業所サービス業は、昭和 60(1985)年頃まで

はほぼ一定の割合で増加し、その後平成２(1990)

年まで大きく増加したのち、更に平成 20年(2008)

年頃まで一貫して増加傾向であることが分かる。 

 

公共サービス業 

  公共サービス業は、平成 12(2000)年頃まで一貫して増加傾向を示した後、平成 17(2005)年頃まで減少

傾向を示し、近年は横ばい傾向にある。 

 

 従業者数に基づく、対個人サービス業・対事業所サービス業・公共サービスの増減時期 

  第 13図より、大阪府における対個人サービス業、

対事業所サービス業、公共サービス業の従業者数

の推移をみる。 

  すると、昭和 50 年代半ばまでは対個人サービ

ス業、昭和 50年代から平成 10年頃までは対事業

サービス業、平成以降では公共サービス業と、そ

れぞれ従業者数の拡大を牽引している時期があ

ることが分かる。 

 

 

 

  総生産額でみても従業者数でみても、対個人サービス業・対事業所サービス業・公共サービス業は、

それぞれ増減時期の傾向が異なっていることが分かる。  

(万人) 

(兆円) 

(年度) 

(府民経済計算より) 
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対個人サービス業：飲食業が対個人サービス業の従業者数増加に寄与 

  第 14図より、対個人サービス業の従業者数の推移をみると、飲食業が従業者数全体の増加に大きく寄

与していることが分かる。これは、昭和 40(1975)年頃を契機に、レストラン・チェーンやハンバーガー・

ショップ等といった、いわゆる外食産業が増えたことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 対個人サービス業：飲食店は従業者数が多いが、１人あたり付加価値額・１人あたり給与総額が低い 

  第 15図より、平成 24年経済センサス‐活動調査（p.22【注釈２】参照。以下同じ）を基に、対個人

サービスに分類される産業についての「従業者数と従業者１人あたり付加価値額、従業者１人あたり給

与総額」をみる。 

  「飲食店」は対個人サービス業の中で最も従業者数が多いが、「飲食店」の従業者１人あたり付加価値

額（以下、「１人あたり付加価値額」という）は 200万円を下回っている。 

  また従業者１人あたり給与総額（以下、「１人あたり給与総額」という）についても約 130万円と、対

個人サービス業の中で最も低いことが分かる。これは、「飲食店」の従業者にはパート・アルバイトとい

った、非正規雇用が多いことが影響しているものと考えられる。 

  一方、「放送業」は対個人サービス業の中で最も従業者数が少ない。しかしながら、全国値では１人あ

たり付加価値額は約 1,200万円、１人あたり給与総額も約 770万円と、対個人サービス業の中で最も高

い従業者１人あたり付加価値額、給与総額となっていることが分かる。 
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第 14 図 対個人サービス業従業者数の内訳別推移（事業所集計） (万人) 

第 15 図 対個人サービス業における従業者数、従業者１人あたり付加価値額及び従業者１人あたり給与総額（企業等集計） 
(万円) 

(万人) 

飲食店 

洗濯・理容・美容・浴場業 

娯楽業 

宿泊業 

放送業 

その他の生活関連サービス業 

１人あたり 
付加価値額 
（万円） 

１人あたり 
給与総額 
（万円） 

従業者数（万人） 

面積＝付加価値総額、 
    給与総額 

 

(総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査より) 

注）従業者数は全ての産業において大阪府値。 

放送業の１人あたり付加価値額、給与総額は全国値。それ以外の産業における１人あたり付加価値額、給与総額は大阪府値。 

(総理府 昭和 44,47,50,53,56 事業所統計調査、総務庁 昭和 61,平成 3 年事業所統計調査、総務庁 平
成 8年事業所・企業統計調査、総務省 平成 13,18年事業所・企業統計調査、総務省 平成 21年経済セ
ンサス‐基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査を基に組替集計) 
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 対事業所サービス業：その他の対事業所サービス業の増加が著しい 

  第 16図より、対事業所サービス業従業者数の推移をみると、その他の対事業所サービス業が昭和

44(1969)年頃から近年に至るまで、ほぼ一貫して右肩上がりの傾向にあることが分かる（p.23【コラム

１】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対事業所サービス業：従業者数が多い「職業紹介・労働者派遣業」及び「その他の事業サービス業」 

           は、１人あたり付加価値額、１人あたり給与総額が低い 

  第 17図より、平成 24年経済センサス‐活動調査を基に、対事業所サービスに分類される産業につい

ての「従業者数と１人あたり付加価値額、給与総額」をみる。 

  まず、「職業紹介・労働者派遣業」についてみると、従業者数は多いものの１人あたり付加価値額は約

260 万円、１人あたり給与総額も約 200万円と、他の対事業所サービス業に比べ低いことが分かる。 

  次に、「その他の事業サービス業」についてみると、１人あたり付加価値額は約 300万円、１人あたり

給与総額についても約 250万円と、「職業紹介・労働者派遣業」よりは高いものの、やはり他の対事業所

サービス業に比べ低い水準にあることが分かる。なお、平成 24年経済センサス‐活動調査によると、「建

物サービス業」及び「警備業」にて、「その他の事業サービス業」従業者数全体の過半数を占める。 

  一方、「専門サービス業（他に分類されないもの）」（「法律事務所,特許事務所」、「公認会計士事務所,

税理士事務所」、「経営コンサルタント業，純粋持株会社」等が含まれる）は、従業者１人あたり付加価

値額は約 1,280万円、１人あたり給与総額についても約 620万円と、対事業所サービス業の中で最も高

い１人あたり付加価値額、給与総額となっていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 16 図 対事業所サービス業従業者数の内訳別推移（事業所集計） (万人) 

第 17 図 対事業所サービス業における従業者数、従業者１人あたり付加価値額及び従業者１人あたり給与総額（企業等集計） (万円) 

(万人) 

(総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査より) 

機械等修理業(別掲を除く) 

自動車整備業 

広告業 

物品 
賃貸業 

専門サービス業 
(他に分類されないもの) 

技術サービス業 
(他に分類されないもの) 

職業紹介・労働者派遣業 

廃棄物処理業 

その他の事業サービス業 

注１）従業者数、１人あたり付加価値額、１人あたり給与総額については、全て大阪府値。 

注２）専門サービス業（他に分類されないもの）には、「法律事務所，特許事務所」、「公証人役場，司法書士事務所，土地家屋調査士事務所」、「行政書士事務所」、「公認会計士事務

所，税理士事務所」、「社会保険労務士事務所」、「デザイン業」、「著述・芸術家業」、「経営コンサルタント業，純粋持株会社」及び「その他の専門サービス業」が含まれる。 

注３）技術サービス業（他に分類されないもの）には、「獣医業」、「土木建築サービス業」、「機械設計業」、「商品・非破壊検査業」、「計量証明業」、「写真業」及び「その他の技術サ

ービス業」が含まれる。 

注４）その他の事業サービス業には、「速記・ワープロ入力・複写業」、「建物サービス業」、「警備業」及び「他に分類されない事業サービス業」が含まれる。 

１人あたり 
付加価値額 
（万円） 

１人あたり 
給与総額 
（万円） 

従業者数（万人） 

面積＝付加価値総額、 
    給与総額 

 

(総理府 昭和 44,47,50,53,56 事業所統計調査、総務庁 昭和 61,平成 3 年事業所統計調査、総務庁 平成 8
年事業所・企業統計調査、総務省 平成13,18年事業所・企業統計調査、総務省 平成 21年経済センサス‐
基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査を基に組替集計) 
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 公共サービス業： 医療保健衛生、社会福祉・介護が従業者数の増加に寄与 

  第 18図より、公共サービス業従業者数の推移をみると、医療保健衛生が昭和 56(1981)年頃から平成

21(2009)年頃まで、一貫して右肩上がりの傾向にあることが分かる。また、社会福祉・介護が平成 13(2001)

年頃から平成 21年(2009)年頃にかけて、急速に従業者数が増加したことが分かる（p.23【コラム２】参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共サービス業：「社会保険・社会福祉・介護事業」は、付加価値額に占める給与総額の割合が高い 

  第 19図より、平成 24年経済センサス‐活動調査を基に、公共サービスに分類される産業についての

「従業者数と１人あたり付加価値額、１人あたり給与総額」をみる。 

  まず、「医療業」についてみると、従業者数は公共サービス業の中で最も多い。また、１人あたり付加

価値額は約 470万円、１人あたり給与総額についても約 420万円となっている。 

  次に、「社会保険・社会福祉・介護事業」についてみてみると、従業者数は公共サービス業の中で「医

療業」に次いで多い。しかし、１人あたり付加価値額は約 250万円、１人あたり給与総額についても約

230 万円と、公共サービス業の中で最も低くなっている。また「社会保険・社会福祉・介護事業」は、付

加価値額に占める給与総額の割合が高い(92.8％)ことも、特徴の１つとなっている。これは、「社会保険・

社会福祉・介護事業」において従業者の賃金水準の向上を図ろうにも、そのための原資が乏しい状況に

あることが示唆される。 

  一方、「学術・開発研究機関」についてみると、従業者数は少ないものの１人あたり付加価値額は約 1,420

万円と、公共サービス業を含めたサービス業全体で最も高い。１人あたり給与総額も、約 500万円と公

共サービス業の中では最も高い。しかしながら、付加価値額に占める給与総額の割合は低く(35.3％)な

っている。これは「学術・開発研究機関」においては、付加価値額に比して設備投資額（土地を除く有

形固定資産）が多い（付加価値額の約 40％）ことが影響しているものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(万人) 

第 19 図 公共サービス業における従業者数、従業者１人あたり付加価値額及び従業者１人あたり給与総額（企業等集計） 
(万円) 

医療業 保健衛生業 

社会保険・社会福祉・介護事業 

学術・開発研究機関 

協同組合 
(他に分類されないもの) 

(総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査より) 

注）従業者数は全ての産業において大阪府値。 

協同組合(他に分類されないもの)の１人あたり付加価値額、給与総額は全国値。 

それ以外の産業における１人あたり付加価値額、給与総額は大阪府値。 

１人あたり 
付加価値額 
（万円） 

１人あたり 
給与総額 
（万円） 

従業者数（万人） 

面積＝付加価値総額、 
給与総額 
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第 18 図 公共サービス業従業者数の内訳別推移（事業所集計） 

(総理府 昭和,44,47,50,53,56 事業所統計調査、総務庁 昭和 61,平成 3 年事業所統計調査、総務庁 平成 8
年事業所・企業統計調査、総務省 平成13,18年事業所・企業統計調査、総務省 平成 21年経済センサス‐
基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査を基に組替集計) 

(万人) 

(万人) 
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【総生産額の増加に向けて】 

 １人あたり付加価値額、給与総額の低い産業は、高付加価値化により総生産額の増加に寄与 

  これまでみてきたように、対個人サービス業、対事業所サービス業、公共サービス業それぞれについ

て、従業者数は多いが１人あたり付加価値額、給与総額が低い産業が存在する。 

  具体的には、以下に掲げるような産業である。 

 対個人サービス……………飲食店 

 対事業所サービス業………職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業 

 公共サービス業……………社会保険・社会福祉・介護事業 

  これらの産業については、従業者数が多いことから広く雇用の受け皿となっていることが推察される。

しかしながら、１人あたり付加価値額、給与総額が低いことから、総生産額への寄与が従業者数の割に

小さくなっているものと考えられる。 

  総生産額の観点からみると、これらの産業については、従業者数が多いことから、わずかな１人あた

り付加価値額、給与総額の増加でも、総生産額の増加に対する大きな寄与が期待できる。 

  付加価値額、給与総額の増加を図るにあたっては、各種の報告書・研究成果・提言によると、例えば

以下のような記述がある。 

  まず、企業においては、顧客が真に求めるサービスを提供するためのマーケティング活動の促進 1、質

の高いサービスを生み出すための人材育成 2、ブランド力の向上 3等といった取組みが提言されている。 

  また、サービス業を含む非製造業は、製造業に比べ企業間での生産性の格差が大きいとの研究結果も

あることから、業界団体等を通じ生産性が高い企業の事例（成功事例）を紹介が有効であろう、といっ

た研究結果もある 4。 

  さらには、産学官連携した専門的な経営カリキュラムの普及・拡大、サービス産業に関する研究の促

進等といった取組みに関する提言もある 5。 

  その他、「社会保険・社会福祉・介護事業」のように、政府によるサービスの質・価格等の統制が強い

産業については、充分な１人あたり付加価値額、給与総額が得られるよう、基準となるサービスの質・

価格を見直す 6等といったことも考えられる。 

 

おわりに：サービス業の高付加価値化が大阪府の経済成長につながるものと思われる 

  大阪府におけるサービス業は、平成 24 年度では府内総生産の 22.0％（名目）を占めるまでに成長した。 

  ただし、サービス業の従業者の内訳をみると、多数の従業者が存在しているにも関わらず、１人あた

り付加価値額、１人あたり給与総額が低い産業が存在していることが分かる。 

  これらの産業については、従業者数が多いことから、わずかな「サービス産業の高付加価値化」でも、

総生産額の増加、即ち大阪府の経済成長に大きな影響を及ぼすものと考えられる。  

                             
1中小企業庁「2008 年版 中小企業白書」によると、サービス産業の付加価値向上に向けた取組みの１つとして、「顧客ニーズの定量的な分析・把握を重視し

ている企業ほど業況感を良いとする企業の割合は高い」との調査結果がある。 
2中小企業庁「2008 年版 中小企業白書」によると、サービス産業における人材マネジメントに関する取組みの１つとして、「人材育成を実施している企業ほ

ど業況感を良いとする企業の割合が高い」との調査結果がある。 
3経済産業省「サービス業の高付加価値化に関する研究会 報告書 平成 26 年 6 月」によると、「サービス産業のブランド力の向上が重要な課題の一つ」との

指摘がある。 
4経済産業研究所 森川 正之「サービス産業の生産性を高めるにはどうすれば良いのか？ －これまでの研究成果からの示唆と今後の課題－ 2008 年 6 月」に

よると、「生産性の高い優良企業（中略）のプラクティス普及が産業全体の生産性向上に有効な可能性を示唆する」との指摘がある。 
5経済産業省「サービス業の高付加価値化に関する研究会 報告書 平成 26 年 6 月」によると、「サービス業の人材ニーズと教育機関が輩出する人材のミスマ

ッチ」を解消するため、「サービス産業との連携を進め、サービス業に関する経営カリキュラムを普及・拡大」させる、との提言がある。 
6大阪府・大阪府市長会・大阪府町村長会「持続可能な介護保険制度に関する提言 平成 25 年 3 月」によると、「事業者の安定した事業運営や介護従事者の処

遇改善にも資する報酬のあり方について引き続き検討していく必要がある」との提言がある。 
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第７表 組替集計のためのＳＮＡ産業分類と日本標準産業分類の対応表 

SNA産業分類
（平成16年以前分)

SNA産業分類内訳
日本標準産業分類 平成19年改定

（第12回改定）
727著述・芸術家業

80娯楽業

放送業 38放送業

飲食店 76飲食店

旅館業 75宿泊業

洗濯・理容・浴場業 78洗濯・理容・美容・浴場業

014園芸サービス業

746写真業

79その他の生活関連サービス業
（※791旅行業を除く）

823学習塾

824教養・技能教授業

広告業 73広告業

業務用物品賃貸業 70物品賃貸業

自動車整備・ 89自動車整備業

機械修理業 90機械等修理業（別掲を除く）

72専門サービス業（他に分類されないもの）
（※727著述・芸術家業を除く）
74技術サービス業（他に分類されないもの）
（※741獣医業、746写真業を除く）

88廃棄物処理業

91職業紹介・労働者派遣業

92その他の事業サービス業

教育 829他に分類されない教育，学習支援業

研究 71学術・開発研究機関（うち民営事業所）

83医療業

84保健衛生（※841保健所を除く）

社会福祉・介護 85社会保険・社会福祉・介護事業

87協同組合（他に分類されないもの）

931経済団体

対
個
人
サ
ー

ビ
ス
業

娯楽業

対
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
業

その他の対事業所
サービス業

公
共
サ
ー

ビ
ス
業

医療・保健

その他の対個人
サービス業

その他の公共
サービス業

【注釈１】ＳＮＡ産業分類と日本標準産業分類の組替集計 

  サービス業の変遷をみる上では、産業分類及びその変遷について考慮する必要がある。 

  府民経済計算では、サービス業を「対個人サービ

ス業、対事業所サービス業、公共サービス業」の３

つの分類に分け表章（以下、「SNA産業分類」という）

している。 

  一方、各種一次統計の結果は「日本標準産業分類」

に基づき集計、公表されることが多い。かつ、日本

標準産業分類は数年毎に改定される。 

  よって第７表に基づき、日本標準産業分類に基づ

き作成された統計について、SNA 産業分類になるべ

く沿うよう独自に組替集計を行った。また過去年次

の統計については、日本標準産業分類の改定を踏ま

えた上で、各産業を昭和 44 年事業所統計まで遡及

して組替集計を行った。 

  なお、この表は「サービス業の動向」を検討する

ために作成したものであり、SNA 産業分類と日本標

準産業分類の対応付けを保証するものではないこ

とに注意を要する。 

 

【注釈２】平成 24年経済センサス‐活動調査について 

  本文中、平成 24年経済センサス‐活動調査の結果を引用している箇所については、以下の点に注意す

る必要がある。 

事業所集計と企業等集計 

 平成 24年経済センサス‐活動調査では、調査の結果について、事業所毎に「産業分類」を格付けし

集計する「事業所に関する集計（事業所集計）」と、企業毎に「企業産業分類」を格付けし集計する「企

業等に関する集計（企業等集計）」に分けて公表している。 

 このため、同一産業であっても「事業所に関する集計」と「企業等に関する集計」では、集計結果

に差異があることに注意を要する。 

 

付加価値額 

 平成 24年経済センサス‐活動調査では、付加価値額を以下の計算式により求めている。 

付加価値額 ＝ 売上高 － 費用総額 ＋ 給与総額 ＋ 租税公課 

 

 なお、平成 24年経済センサス‐活動調査では、府民経済計算における府内総生産（総生産額）のう

ち、以下の項目は含まれないため、付加価値額と府内総生産との比較を行う際には注意を要する。 

固定資本減耗、雇主の社会保険料負担分、持ち家の帰属家賃、農林漁家、公営企業及び政府サー

ビス生産者の付加価値等 

-22-



社会福祉法人

1,541事業者

(14.5％)

医療法人

1,084事業者

(10.2％)

営利法人

7,362事業者

(69.2％)

地方公共団体

（市町村）

28事業者

(0.3％)

ＮＰＯ法人

292事業者

(2.7％)

その他

328事業者

(3.1％)

0
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第 21 図 居宅サービス事業者の指定・ 

登録状況の推移 

第 22 図 居宅サービス事業者の内訳 

   （平成 26 年 4 月 1 日現在） 

建物サービス業

50,490人(19.4％)

土木建築サービス業

40,929人(15.7％)

士業

26,338人(10.1％)

警備業

23,318人(9％)

廃棄物処理業

16,456人(6.3％)

民営職業紹介業

14,964人(5.8％)

デザイン業

9,930人(3.8％)

速記・筆耕・

複写業

3,475人(1.3％)

商品検査業

3,163人(1.2％)

計量証明業

859人(0.3％)

その他の

専門サービス業

29,392人(11.3％)

他に分類されない

事業サービス業

40,910人(15.7％)

職業紹介・労働者派遣業

90,082人(22.8％)

建物サービス業

82,012人(20.8％)

警備業

36,022人(9.1％)

士業

32,138人(8.1％)

土木建築サービス業

26,390人(6.7％)

廃棄物処理業

10,589人(2.7％)

経営コンサルタント業，

純粋持株会社

10,588人(2.7％)

デザイン業

6,003人(1.5％)

商品・非破壊検査業

4,734人(1.2％)

機械設計業

4,111人(1％)

計量証明業

2,534人(0.6％)

速記・ワープロ

入力・複写業

1,448人(0.4％)

その他の専門サービス業

7,824人(2％)

他に分類されない事業

サービス業

79,974人(20.3％)土木建築サービス業

19,710人(28.6％)

建物サービス業

11,645人(16.9％)

士業

10,059人(14.6％)

清掃業

(現、廃棄物処理業）

8,639人(12.5％)

速記,筆耕,複写業

3,036人(4.4％)

商品検査業

1,685人(2.4％)

私営職業紹介業

876人(1.3％)

他に分類されないその他

の専門サービス業

4,538人(6.6％)

他に分類されないその他

の事業サービス業

8,678人(12.6％)

【コラム１】その他の対事業所サービス業の内訳は、時代によって多様に変化 

  第 20図より、「その他の対事業所サービス業」従業者数割合の推移をみると、昭和 44(1969)年、平成

３(1991)年、平成 24(2012)年では、それぞれ最も高い割合を占める産業が異なっていることが分かる。 

  昭和 44(1969)年においては、「土木建築サービス業」、「建物サービス業」及び法律事務所・公認会計士

事務所等が含まれるいわゆる「士業」（以下「士業」という）が、「その他の対事業所サービス業」全体

の 60.1％を占めている。 

  平成３(1991)年においては、「建物サービス業」、「土木建築サービス業」、「士業」及び「警備業」が、

「その他の対事業所サービス業」全体の 54.2％を占めている。 

  平成 24(2012)年においては、「職業紹介・労働者派遣業」、「建物サービス業」及び「警備業」が、「そ

の他の対事業所サービス業」全体の 52.8％を占めている。 

  また産業分類の変遷の関係上、単純な比較はできないが、昭和 44(1969)年においてその他の対事業所

サービス業全体のわずか 1.3％(876人)だった「私営職業紹介業」は、平成 24年では「職業紹介・労働

者派遣業」として、「その他の対事業所サービス業」全体の 22.8％(90,082人)を占めるに至っている。 

  「その他の対事業所サービス業」の内訳は、時代によって多種多様に変化している様子が伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム２】介護保険法施行以後における介護サービスの状況 

  近年における社会福祉・介護の従業者数の増加には、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の施

行（平成 12年 4月 1日）が影響していると考えられる。 

  介護保険法の制定により、介護サービス提供の主体は市町村や公的な団体（社会福祉協議会など）か

ら、民間企業、NPO等、多様な事業者に代わることとなった。 

  第 21図をみると、介護保険法施行後、

居宅サービス事業者の指定・登録数は、一

貫して右肩上りであることが分かる。 

  また第 22図より、居宅サービス事業者

には営利企業、社会福祉法人等、多様な事

業者が携わっている状況が伺える。 

第 20 図 その他の対事業所サービス業従業者数割合の推移（事業所集計） 

昭和 44 年 
（従業者総数：68,866 人） 

平成 3 年 
（従業者総数：260,224 人） 

平成 24 年 
（従業者総数：394,449 人） 

(大阪府 介護保険制度の運営状況についてより) (大阪府 介護保険制度の運営状況についてより) 

(事業者) 

(総理府 昭和 44 年事業所統計調査より) 

(総務庁 平成 3 年事業所統計調査より) 

(総務省・経済産業省 平成 24 年経済センサス‐活動調査より) 

注）士業は「弁護士,弁理事務所」、「公証人役場,司法書士事務所」

及び「公認会計士事務所，会計監査，簿記業」の合計 

注）士業は「法律事務所，特許事務所」、「公証人役場， 

司法書士事務所」及び「公認会計士事務所，税理士 

事務所」の合計 

 

 

注１）士業は「公認会計士事務所，税理士事務所」、「法律事務

所，特許事務所」、「公証人役場，司法書士事務所」、「社

会保険労務士事務所」及び「行政書士事務所」の合計 

注２）「管理，補助的経済活動を行う事業所」は従業者数に含

めていない 
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